
令和 6 年 3 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,570 円 2,836 円

2,570 円 2,866 円

2,570 円 2,872 円

③ 組　織

令和2年度 令和2年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数
下水道事業担当職員  ３名
　　　　損益勘定所属職員　２名
　　　　資本勘定所属職員　１名

業 務用 使用 料体 系の
概 要 ・ 考 え 方

上記による。

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

その他の使用料体系なし。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

令和3年度 令和3年度

処 理 場 数 なし（大和川下流東部流域関連公共下水道）

広域化・共同化・最適化
実 施 状 況 *1

・供用開始当初より流域下水道に接続
・南河内４市町村下水道事務の相互連携に係る基本協定締結（H30.3.15）

一 般 家 庭 用 使 用 料
体 系 の 概 要 ・ 考 え 方

 
使用料体系は、基本使用料のある従量・累進性を採用。

法適（一部適用）

処 理区 域内 人口 密度
49.59人／ha

（12,101人／244ha）
流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

有

処 理 区 数 1処理区

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成５年度
（供用開始後　31年）

法適（全部適用・一部
適 用 ） 非 適 の 区 分

太 子 町 下 水 道 事 業 経 営 戦 略

団 体 名 ： 　　太　子　町

事 業 名 ： 　　太子町下水道事業

内

用　途

基本水量 基本使用料 超過使用料（１㎥につき）

１㎥ ～ １０㎥ 97円 
１１㎥ ～ ２０㎥ 110円 
２１㎥ ～ ３０㎥ 126円 
３１㎥ ～ ４０㎥ 141円 

４１㎥ ～ ５０㎥ 164円 
５１㎥ ～ １００㎥ 186円 

１０１㎥ ～ １５０㎥ 215円 
１５１㎥ ～ ５００㎥ 246円 
５０１㎥ ～ １０００㎥ 291円 

１００１㎥ ～ 312円 

一般汚水 ０㎥ 267円 

基本料金 超過料金

超過水量

下水道使用料算定表（１か月分） ※税抜



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（１）で予測した処理区域内人口に水洗化率を乗じて水洗化人口を予測し、水洗化人口に１人当たり有収水量を乗じることで有収水量を予
測しました。
・予測の結果、有収水量は減少していく見通しとなった。

使用料収入の見通し

　使用料収入は、年間有収水量に使用料単価を乗じて予測した。
　処理区域内人口、有収水量ともに減少傾向は今後も続く見通しとなったことから、結果使用料についても減収を予測している。
　事業運営に必要な財源を確保するため、『下水道使用料算定の基本的考え方（日本下水道協会）』に基づき、とくに下水道事業に要する
固定経費に対して、将来にわたり安定的なサービス提供が行えるよう、経費回収率の適正化に向け、今後使用料改定の検討を進める。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　令和5年度末に策定、公表した令和4年度決算「経営比較分析表」を添付しています。
　
　人口減少等に伴う有収水量の減少や、老朽化対策に伴う更新需要の増大など、本町の下水道事業は厳しい経営環境下にある。こうした
状況を踏まえ、効率的かつ効果的な下水道サービスの提供を今後も持続していくため、計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基
盤を強化し、財政マネジメントを向上させる必要がある。
　町内に16箇所あるマンホールポンプ施設の機械及び装置や、敷設後50年超の管路、摩耗したマンホール蓋等、老朽化した下水道施設に
対する更新事業費の平準化を図るため、ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査を実施し、計画的に改築工事を実施する必要があ
る。
　企業債残高対事業規模比率は減少傾向にあり類似団体平均値を下回っているが、今後の老朽化対策事業により増加傾向に転じないよ
う、中長期的な収支計画を管理し、適正な投資規模を堅持する方針である。

処理区域内人口の予測

・処理区域内人口は、町人口の変動と人口普及率の増減に影響を受けることから、推計人口に普及率を乗じて予測を行った。
・予測の結果、処理区域内人口は、総人口の減少に比例し減少していく見通しとなった。

有収水量の予測

資産活用の状況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4 なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5 なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民間活用の状況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

管渠費についてマンホールポンプ保守点検業務、下水道管渠清
掃業務を民間委託。

 イ　指定管理者制度
町管理のポンプ場や処理場は無く、管渠については現在の維持
管理業務委託を継続する方針であるため、制度の導入は未検討。

 ウ　ＰＰＰ／ＰＦＩ
老朽化施設の拡大・使用料収入減少・下水道職員の不足等の課
題に対する解決策として検討していく必要があり、近隣市町村とも
活用方法を協議していく。

事 業 運 営 組 織

まちづくり推進部 環境農林課

●主な事業内容

・公害及び環境衛生に関する事務

・農林業の振興に関する事務

・下水道に関する事務 【令和６年４月１日（予定）】

・ ・



（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

<公共下水道について>
・令和元年度にストックマネジメント計画を策定し、令和２年度から重要な管渠と50年経過する管渠の点検・調査を実施。
・令和３年度から点検・調査結果に基づき施設の修繕計画を策定し、令和６年度より改築更新事業に着手する予定。
・職員給与費は、必要最小限（４条職員１名）で見込んでいる。
・16機場あるマンホールポンプ施設の更新計画を策定して実施。
　上記の取組により、施設更新費用の増加が見込まれるが、主な財源としては国費・企業債の充当を予定しており、事業費の平準化を検討
した。
・近隣自治体との相互連携協定に基づき、とくに技術職員の活用を効率的に図っていく。
<流域下水道について>
　処理施設等の老朽化対策により、建設費の負担額は増加傾向に推移する予測である。

目 標 効率的で効果的な事業実施による他会計繰入金の縮減及び、企業債発行額の平準化と抑制。

・使用料収入は減少傾向が続く。
・建設改良事業については国の交付金（補助率50％）を最大限活用し、企業債については充当率100％を基本とするものの、発行額を可能
な限り抑制し平準化を図る。
・繰入金については現計画において一定規模の基準外繰入を行っているが、将来にわたり財政担当課との協議を継続していく。

・民間活力の活用に関しては、管路施設のみ有している現状をふまえ、維持管理業務の一部を業務委託するに止まっている。
・職員給与費は、必要最小限（３条職員２名）で見込んでいる。
・動力費は、マンホールポンプ施設16機場分の稼働に要する電力代を見込む。
・修繕費は、進行する施設の老朽化に対応すべく、令和７年度以降増額を見込む。
・委託料は、マンホールポンプ施設の定期点検、緊急対応としての管きょ清掃、下水道台帳管理システム保守などに要する費用を見込む。
・流域下水道に係る維持管理費は、令和７年度より流域の減価償却費分の市町村負担分の増加を見込む。
・その他としては、マンホールポンプ施設に併設された緊急通報装置に係る通信料、公共汚水桝の維持管理に要する材料代、排水施設等
の維持管理に伴う改修費用などを計上。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

組織の見通し

　以前は上下水道部局であったが、平成29年度より上水道部局が大阪広域水道企業団へ経営統合となった結果、複数回の組織改編を経
て、令和３年度から下水道と環境衛生・農林業務が集約され、うち下水道業務については事務職員２名、技術職員１名で運営していく。

　まちの基本理念である『人と自然と歴史が交流し　未来へつなぐ　和のまち　“たいし”』のもと、安心・安全な地域づくりに寄与する下水道
事業であることを経営の基本方針とする。
　そのため、経営基盤の強化、施設の適正な維持管理、広域化・共同化の推進による事業の効率化に努め、使用者に安心安全な生活イン
フラの提供を持続できるよう事業運営を実施する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標 計画的な老朽化対策の実施により、資産管理の最適化を図り、コスト削減を実現する。

施設の見通し

　平成２年から公共下水道管路施設の整備を開始し、後に昭和40年代後半に民間住宅開発により布設された管路施設を受贈、そのため標
準耐用年数50年を経過する施設が有り、令和元年度策定のストックマネジメント計画に基づく施設の点検・調査を令和２年度より実施してい
ます。また、点検・調査の結果を受け令和6年度より予防保全的な観点から改築更新事業に着手する予定。



①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度の進捗管理をPCDAサイクルの活用によって着実に行い、３～５年毎に収支計画を見直
すことにより、本経営戦略の検証・改定を行う。

修 繕 費 に 関 す る 事 項
予防保全の観点から点検・調査を実施し、効率的な予算執行に努めるが、進行する
施設の老朽化に対応すべく、令和7年度以降増額を見込む。

委 託 費 に 関 す る 事 項
施設の維持管理に要する業務については、予防保全の観点から積極的に実施して
いくが、業務範囲や発注方法の最適化を検討し、人件費を含めた経費の削減、経営
の効率化を図る。

そ の 他 の 取 組 特になし。

職員給与費に関する事項 事業量に見合った配置・定数となるよう随時適正化を図る。

動 力 費 に 関 す る 事 項
マンホールポンプの更新をする際は、高効率・省エネルギー型機械の導入について
検討し、動力費の抑制に努める。

薬 品 費 に 関 す る 事 項 流域下水道による処理のため該当費用なし。

資産活用による収入増加
の 取 組 に つ い て

特になし。

そ の 他 の 取 組 国の交付金事業を最大限活用し、積極的な財源確保に努める。

民間活力の活用に関する
事項（包括的民間委託等
の民間委託、指定管理者
制 度 、 PPP/PFI な ど ）

老朽化施設の拡大・使用料収入減少・下水道職員の不足等の課題に対する解決策
として検討していく必要があり、近隣市町村とも活用方法を協議していく。

民間活力の活用に関する
事 項
（ PPP ／ PFI な ど ）

維持管理業務について先進事例を参考にしながら検討を進める。

そ の 他 の 取 組 特になし。

使用料の見直しに関する
事 項

基準外繰入れについて財政部局と協議を継続し、経費回収率の適正化に向けて今
後使用料改定の検討を進める。

広域化・共同化・最適化に
関 す る 事 項

技術職員の減少問題に対応するため、技術継承のための共同研究とアウトソーシン
グの共同処理について、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村で取組を継続す
る。

投資の平 準化 に関 する
事 項

老朽化対策事業については、ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果により
修繕計画を策定し、改築等事業費と企業債発行額の平準化を図る。



資 料



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 131,796 132,788 120,032 118,811 118,168 116,936 116,304 115,083 114,328 113,019 112,265
(1) 128,789 118,759 120,032 118,811 118,168 116,936 116,304 115,083 114,328 113,019 112,265
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 3,007 14,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 171,097 194,004 185,518 174,260 181,269 180,409 186,766 179,342 170,255 171,351 169,892
(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 73,749 99,570 92,757 81,551 88,805 88,167 94,673 87,393 78,384 79,573 79,486

69,609 79,560 87,757 81,551 83,805 83,167 88,673 83,393 78,384 79,573 79,486
4,140 20,010 5,000 0 5,000 5,000 6,000 4,000 0 0 0

(3) 97,338 94,426 92,751 92,699 92,454 92,232 92,083 91,939 91,861 91,768 90,396
(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(5) 9 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(C) 302,893 326,792 305,550 293,071 299,437 297,345 303,070 294,425 284,584 284,371 282,157
１． 284,443 309,895 290,401 279,175 286,561 284,782 290,672 282,359 272,606 271,955 269,101
(1) 12,930 12,905 12,970 13,035 13,100 13,165 13,231 13,297 13,364 13,431 13,498

6,551 6,586 6,619 6,652 6,685 6,718 6,752 6,786 6,820 6,854 6,888
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,379 6,319 6,351 6,383 6,415 6,447 6,479 6,511 6,544 6,577 6,610
(2) 83,020 111,058 93,553 82,676 91,047 90,285 96,968 89,359 80,120 80,143 80,167

1,432 1,012 1,032 1,053 1,074 1,095 1,117 1,139 1,162 1,185 1,209
1,818 1,818 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

26,263 46,725 28,008 17,640 17,640 17,640 24,754 26,902 17,640 17,640 17,640
49,714 48,817 59,625 59,095 57,445 56,662 56,430 56,430 56,430 56,430 56,430
3,793 12,686 2,888 2,888 12,888 12,888 12,667 2,888 2,888 2,888 2,888

(3) 188,366 185,346 183,646 183,232 182,182 181,100 180,241 179,471 178,890 178,149 175,204
(4) 127 586 232 232 232 232 232 232 232 232 232
(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 20,614 25,402 17,495 16,242 15,222 14,909 14,744 14,412 14,324 14,762 15,402
(1) 20,238 18,065 14,733 13,480 12,460 12,147 11,982 11,650 11,562 12,000 12,640
(2) 376 7,337 2,762 2,762 2,762 2,762 2,762 2,762 2,762 2,762 2,762

(D) 305,057 335,297 307,896 295,417 301,783 299,691 305,416 296,771 286,930 286,717 284,503
(E) △ 2,164 △ 8,505 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346 △ 2,346
(F) 3,001 1,449 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406
(G) 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(H) 2,956 1,404 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356

792 △ 7,101 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(I) 42 △ 7,059 △ 7,049 △ 7,039 △ 7,029 △ 7,019 △ 7,009 △ 6,999 △ 6,990 △ 6,980 △ 6,971
(J) 36,032 48,424 32,715 32,512 32,405 32,199 32,094 31,890 31,765 31,547 31,421

26,279 28,435 20,005 19,802 19,695 19,489 19,384 19,180 19,055 18,837 18,711
(K) 194,573 198,982 165,891 155,802 147,208 139,495 127,785 118,343 108,368 102,720 102,728

165,496 165,092 144,956 134,860 126,259 118,539 106,822 97,373 87,391 81,736 81,736
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,983 32,043 20,228 20,228 20,228 20,228 20,228 20,228 20,228 20,228 20,228
( I )

(A)-(B)

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 131,796 132,788 120,032 118,811 118,168 116,936 116,304 115,083 114,328 113,019 112,265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 131,796 132,788 120,032 118,811 118,168 116,936 116,304 115,083 114,328 113,019 112,265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和13年度 令和14年度 令和15年度

0 0 0

営 業 外 収 益

下 水 道 使 用 料
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
令和5年度
(決算見込）

令和6年度 令和7年度

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

委 託 料

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分

00 △ 5 0 0 0 0

う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

令和12年度

0

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

受 取 利 息 及 び 配 当 金

資 本 費 繰 入 収 益

流 域 下 水 道 負 担 金

資 産 減 耗 費
そ の 他

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 72,000 80,700 79,341 65,054 92,117 88,300 61,000 60,100 82,100 82,100 82,100

25,000 41,900 32,241 18,754 5,717 0 0 0 0 0 0

２． 62,071 45,437 25,224 27,711 10,595 6,810 7,651 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

７． 10,100 16,959 23,000 22,000 16,000 13,000 5,000 5,000 27,000 27,000 27,000

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 711 657 701 701 701 701 701 701 701 701 701

１０． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 144,882 143,801 128,266 115,466 119,413 108,811 74,352 65,801 109,801 109,801 109,801

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 144,882 143,801 128,266 115,466 119,413 108,811 74,352 65,801 109,801 109,801 109,801

１． 41,035 57,789 62,375 61,275 74,513 71,652 44,203 44,242 89,281 89,320 89,360

7,385 7,611 7,649 7,687 7,725 7,764 7,803 7,842 7,881 7,920 7,960

２． 191,801 165,799 157,018 144,956 134,860 126,259 118,539 106,822 97,373 87,391 81,736

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 232,836 223,588 219,393 206,231 209,373 197,911 162,742 151,064 186,654 176,711 171,096

(E) 87,954 79,787 91,127 90,765 89,960 89,100 88,390 85,263 76,853 66,910 61,295

１． 85,876 76,825 89,304 88,950 88,161 87,318 86,622 83,557 75,316 65,571 60,069

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 2,078 2,962 1,823 1,815 1,799 1,782 1,768 1,706 1,537 1,339 1,226

(F) 87,954 79,787 91,127 90,765 89,960 89,100 88,390 85,263 76,853 66,910 61,295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 1,307,759 1,142,934 1,065,257 985,355 942,612 904,653 847,114 800,392 785,119 779,828 780,192

○他会計繰入金 （単位：千円） （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

69,756 79,560 87,757 81,551 83,805 83,167 88,673 83,393 78,384 79,573 79,486

9,454 9,271 8,666 7,789 7,263 6,782 6,340 6,079 5,765 5,478 5,164

60,302 70,289 79,091 73,762 76,542 76,385 82,333 77,314 72,619 74,095 74,322

69,182 45,437 25,224 27,711 10,595 6,810 7,651 0 0 0 0

45,762 45,437 25,224 27,711 10,595 6,810 7,651 0 0 0 0

23,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138,938 124,997 112,981 109,262 94,400 89,977 96,324 83,393 78,384 79,573 79,486

令和13年度 令和14年度 令和15年度

令和13年度 令和14年度 令和15年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和11年度
令和5年度
（決算見込）

令和6年度 令和7年度 令和8年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

工 事 負 担 金

他 会 計 借 入 金

令和9年度 令和10年度

計

他 会 計 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 庫 補 助 金

都 道 府 県 補 助 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和5年度

企 業 債 償 還 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

他 会 計 へ の 支 出 金

う ち 職 員 給 与 費

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

令和11年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和7年度 令和8年度 令和9年度令和6年度

令和12年度

令和12年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

そ の 他

令和10年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金



 本町の公共下水道事業は、平成5年の供用開始以
来、30年が経過しました。令和2年度より昭和40年
代に布設された汚水管渠や重要な管渠について、
ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査
を実施しています。また、町内に20箇所あるマン
ホールポンプ施設についてもポンプ本体や、20年
以上経過した制御盤、緊急通報装置等の電気設備
を計画的に更新しています。
　「有形固定資産減価償却率」の数値は、類似団
体平均値と比較して低い値となっています。これ
は令和2年度より公営企業会計を導入していること
から、減価償却累計額を3年分のみ計上しているか
らであり、今後は減価償却を重ねていくことによ
り上昇していきます。2. 老朽化の状況

全体総括

　人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽
化に伴う更新需要の増大など、経営環境が厳しさ
を増すなか、経営基盤の強化を図るため、経営改
革を推し進める必要があります。
　令和2年度から地方公営企業法を適用し、公営企
業会計に移行したことにより、経営成績や財務状
況等の経営状況を把握することが可能となりまし
た。また、一般会計からの繰入金は企業債償還金
のピークを過ぎているため、減少しています。
　今後、経営環境を改善するため、令和5年度に改
定予定の経営戦略を基にストックマネジメント計
画による施設の修繕を進めながら、適正な使用料
水準となっているか定期的に検討し、経営戦略の
確認を行いながら、健全な下水道経営を目指しま
す。又、下水道接続率の向上に引き続き取り組ん
でいきます。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

12,101 2.44 4,959.43 【】 令和4年度全国平均

処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　太子町の公共下水道事業は、令和2年4月に地方
公営企業法を適用し、公営企業会計に移行しまし
た。
　①「経常収支比率」は下水道使用料の減少等に
より、前年度に比べ減少しています。
　②「累積欠損金比率」は極めて0％に近い数値で
す。
　③「流動比率」は100％を下回っており、類似団
体平均よりも低い数値になっていますが、企業債
償還金が主な要因であり、今後については償還
ピークを過ぎているため、流動負債は減少傾向に
あります。
　④「企業債残高対事業規模比率」は、類似団
体・全国平均よりも低く、今後についても償還
ピークを過ぎているため、企業債残高規模は減少
傾向にあります。
　⑤「経費回収率」は89.96％と100％を下回って
おり、類似団体より高いが、全国平均よりも低
く、汚水処理にかかる費用が使用料以外の収入
（一般会計からの繰入金）により賄われていま
す。
　⑥「汚水処理原価」は全国平均に近い数値に
なっており、減少傾向にあります。
　⑧「水洗化率」では全国平均よりも下回ってい
るものの類似団体よりも9.88ポイント上回ってお
り、年々増加傾向にあります。
　なお、⑦施設利用率については、単独処理場を
設置していないため、当該値を計上しておりませ
ん。

資金不足比率(％)

- 66.15 93.55 97.85 2,570

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

12,959

処理区域内人口(人)

14.17 914.54 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cc2 非設置

経営比較分析表（令和4年度決算）
大阪府　太子町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0.04 0.06 0.08

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 101.83 99.31 98.78

平均値 0 0 106.75 109.7 106.08

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 3.66 7.25 10.72

平均値 0 0 9.04 9.35 16.11

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0 0.12 0.17

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

①経常収支比率(％)

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 0.21 0.28 0.59

平均値 0 0 7.23 0.1 29.34

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 17.1 14.73 15.59

平均値 0 0 38.76 49.21 50.59

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 638.3 802.77 740.18

平均値 0 0 1303.55 1172.21 987.36

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 84.68 86.27 89.96

平均値 0 0 78.51 79.55 83.55

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 154.2 151.02 143.34

平均値 0 0 160.45 161.13 185.98

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 46.3 47.23 48.95

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 89.82 90.87 91.02

平均値 0 0 85.01 85.55 81.14

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【106.11】 【3.15】 【73.44】 【652.82】

【95.82】【59.10】【138.29】【97.61】

【39.74】 【7.62】 【0.23】


